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同上

法第３６条第１項又は第３項に定める改善の指示に従わず、給水をそのまま継続させることが当該水道の
利用者の利益を阻害すると認めるときは、当該施設設置者に対して、その指示に係る事項を履行するまでの
間、給水を停止すべきことを命ずることができる。

法第３６条第２項に定める勧告に従わず、併せて給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害
すると認めるときは、当該施設設置者に対して、その勧告を履行するまでの間、給水の停止を命ずることが
できる。

専用水道設置者等に対する給水停止命令

大阪市長は、専用水道において、法第５条の施設基準に適合しなくなった場合、改善の指示を行います。ま
た、水道技術管理者が継続して職務を怠った場合は水道技術管理者の変更を勧告します。簡易専用水道の管
理が厚生労働省令に定める管理基準に適合しなくなった場合、必要な措置を採るよう指示します。専用水
道、簡易専用水道の設置者がこれら改善の指示等に従わない場合は給水停止を命ずることができます。

水道法第３７条


